
不正融資事件の経過報告 

 

平成 17 年に発覚しました不祥事事件について、下記の通り報告します。 

 

1. 損害賠償請求の訴え 

平成 17 年 10 月 13 日(木)に、会社元社長に対する損害賠償請求及び貸金返還請求の訴

えを福井地方裁判所に提出しました。 

開 廷 日 開 催 場 所 備 考 

平成 17 年 12 月 1 日(木) 福井地方裁判所  

平成 18 年 1 月 30 日(月) 福井地方裁判所  

平成 18 年 3 月 23 日(木) 福井地方裁判所  

平成 18 年 5 月 26 日(金) 福井地方裁判所  

平成 18 年 7 月 20 日(木) 福井地方裁判所  

平成 18 年 9 月 15 日(金) 福井地方裁判所  

平成 18 年 11 月 17 日(金) 福井地方裁判所  

平成 19 年 1 月 26 日(金) 福井地方裁判所  

平成 19 年 4 月 13 日(金) 福井地方裁判所  

平成 19 年 6 月 11 日(月) 福井地方裁判所  

平成 19 年 7 月 30 日(月) 福井地方裁判所  

平成 19 年 9 月 27 日(木) 福井地方裁判所  

平成 19 年 11 月 12 日(月) 福井地方裁判所  

平成 19 年 12 月 19 日(水) 福井地方裁判所  

平成 20 年 1 月 31 日(木) 福井地方裁判所  

平成 20 年 3 月 17 日(月) 福井地方裁判所  

平成 20 年 6 月 4 日(水) 福井地方裁判所  

平成 20 年 6 月 9 日(月) 福井地方裁判所  

平成 20 年 6 月 20 日(金) 福井地方裁判所  

平成 20 年 8 月 1 日(金)  福井地方裁判所外での出張尋問 

平成 20 年 8 月 27 日(水) 福井地方裁判所  

平成 20 年 11 月 26 日(水) 福井地方裁判所  

・平成 20 年 11 月 26 日開催の口頭弁論期日をもって結審となり、平成 21 年 2 月 25 日

判決と指定されましたが、判決は延期となっています。 

 

 



2. 損賠賠償請求関連の理事会の開催 

開 催 日 開 催 場 所 主 な 協 議 内 容 

平成 19 年 3 月 27 日(火) 農協会館  

平成 19 年 4 月 26 日(木) 農協会館  

平成 19 年 5 月 11 日(金) 農協会館  

平成 19 年 5 月 30 日(水) 農協会館  

平成 19 年 9 月 14 日(金) 農協会館  

平成 19 年 11 月 7 日(水) 農協会館 県及び中央会への提訴の是非 

平成 19 年 11 月 28 日(水) 農協会館 組合員代表訴訟に対する JA 対応 

平成 20 年 2 月 4 日(月) 農協会館  

平成 20 年 3 月 12 日(水) 農協会館 不祥事関連役員及び職員の提訴 

平成 20 年 4 月 28 日(月) 農協会館  

平成 20 年 7 月 28 日(月) 農協会館 役員訴訟の経過報告と職員への対応 

平成 20 年 12 月 9 日(火) 農協会館 役員訴訟の経過報告と職員への対応 

平成 20 年 12 月 26 日(金) 農協会館 組合員からの中央会等への提訴請求事実報告 

 

3. 旧役員に対する損害賠償請求関係 

（１） 平成 19 年 3 月開催の通常総代会の決議に基づき、弁護士に訴状作成を依頼して 

いました。しかし、同年 10 月 26 日に組合員代表訴訟が提起されたことを受け、

その対応について平成 20年 1月 27 日(日)臨時総代会を開催し JA は組合員代表

訴訟に全面協力し、JA としては提訴しないことを議案として提出しましたが、

総代会では、JA も提訴するべきとの決議をされましたのでその決議に基づき、

同年 4 月 23 日福井地方裁判所に訴訟参加申し立てを行いました。 

（２） 提訴は不祥事発生期間中に在任していた理事・監事全員を対象としており、今

日までの提訴審理日は次のとおりです。 

開 催 日 開 催 場 所 備 考 

平成 19 年 12 月 26 日(水) 福井地方裁判所 組合員代表訴訟について審理 

平成 20 年 5 月 21 日(水) 福井地方裁判所 今回より JA も参加しての審理 

平成 20 年 7 月 14 日(月) 福井地方裁判所  

平成 20 年 8 月 6 日(水) 福井地方裁判所  

平成 20 年 9 月 17 日(水) 福井地方裁判所  

平成 20 年 10 月 31 日(金) 福井地方裁判所  

平成 20 年 12 月 3 日(水) 福井地方裁判所  



開 催 日 開 催 場 所 備 考 

平成 21 年 2 月 25 日(水) 福井地方裁判所  

 

4. 不正融資額処理及び自己査定明細表(平成 20 年 12 月 31 日現在) 

当初金額 相殺済金額 自己査定による回収見込額 貸倒引当金計上額 

2,289,800,000 17 年相殺金額 327,141,917 身元保証保険 100,000,000 1,635,373,725 

 18 年相殺金額 24,132,187 N 氏回収可能額 42,711,278  

19 年相殺金額 7,316,033   

H 氏 300,000 根抵当権（H 氏） 44,080,000 

W 氏 6,000,000 W 氏和解金 101,995,004 

B 氏 0 根抵当権（B 氏） 0 

C 氏 749,856 根抵当権（C 氏） 0 

    

合計 365,639,993 合計 288,786,282 

 


